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■ 職員数の状況

●特別職の報酬等の状況（平成19年４月１日現在）

●年齢別職員構成の状況（平成19年４月１日現在）
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（注） １ 職員数は一般職に属する職員数である。
２ ［ ］内は、条例定数の合計である。
３ 地方公共団体定員管理調査報告の数値より。

主な増減理由対前年増減数
職 員 数区分
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●部門別職員数の状況と主な増減理由

※ 議長、副議長、常任委員長、運営委員長、議員の報酬の額は、平成１９年５月１日から一部を
条例改正しており、（ ）内の額に改められています。

給 料 月 額 等
区 分

（参考）類似団体における最高／最低額小 平 町

825，000円／ 435，000円
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612，000円
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307，000円／ 150，000円

251，000円／ 115，000円

236，000円／ 97，000円

260，000 （208，000）円

220，000 （176，000）円
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議 長

副議長

議 員

報

酬

（19年度支給割合）
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4．83×100×在職期間 任期満了時等退職時
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